
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県のマスコット（コバトン＆さいたまっち） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

はじめに 
 

都市計画道路は、都市の骨格を形成する重要な都市施設であり、人や物資の安全かつ円

滑な移動を確保するための交通機能、都市の環境保全や防災性の向上を確保するための空

間機能、都市構造や街区を形成し、上下水道等を収容する市街地形成機能などを有してい

ます。 

このため、都市計画道路は広域的かつ長期的な視点に立って定められており、本県（さ

いたま市を除く）には、令和２年３月３１日現在、１，３５８路線、約２，４４３km の都

市計画道路が計画決定されています。また、計画決定の時期は、戦後から高度経済成長期

に、人口の増加や交通量の増大等を前提に計画されたもの多く、長期間にわたり未整備と

なっている路線が多数あります。 

これまで、本県では、平成１７年３月に「長期未整備都市計画道路の見直しガイドライ

ン」を策定し、計画決定から２０年以上を経過し、未整備となっている路線を対象に、必

要性を検証しました。この結果、平成２４年３月までに廃止を中心に５６路線、約５６km

の都市計画道路を見直しました。 

また、平成２５年６月には、人口減少や地方分権の取り組みが進んできたことなどを背

景に、「都市計画道路の検証・見直し指針〜社会状況の変化に対応した都市計画道路の見

直し〜」を策定し、未整備の路線や事業中の路線を対象に、必要性や構造の適正さを検証

しました。この結果、令和２年４月までにルートの変更や幅員の変更など２０路線、約２

７km の都市計画道路を見直しました。 

しかし、現在でも全体の約３６％（約８６３km）が、未整備となっているほか、都市計

画以外の手法で整備された路線については、現道の道路区域が都市計画道路区域と一致し

ていない区間なども確認されています。 

このような中、本県を取り巻く社会経済情勢や道路行政に対するニーズは多様化してお

り、都市の骨格を定める都市計画道路についても、コンパクト・プラス・ネットワークな

ど都市の再構築の取組等を勘案しながら、目指すべき都市構造と対応したものであるかを

再検証する必要があります。政府方針においても、『経済財政運営と改革の基本方針２０

１７（骨太方針：平成２９年６月９日）』において、「都市計画道路の見直しを加速する」

との記載がされ、平成２９年７月に都市計画道路の見直し手引き（総論編）、平成３０年

８月に同手引き（各論編）を発出するなど、更なる取組の必要性が求められています。 

こうした状況を踏まえ、本県では第３回目の一斉見直しに取り組みます。今回の見直し

は、未整備の路線や事業中の路線に加えて、整備が完了した路線についても対象とし、必

要性、構造の適正さ、地域の実情などを踏まえた検証に取り組みます。 

見直しに当たっては、基本的な考え方や手法などを示した本指針に基づき、必要に応じ

て最新の交通需要予測データを活用するなど、廃止や変更など見直すべき路線の方向性を

示します。 

今後、本指針に基づき、県と市町村が十分連携を図り、住民等に適時適切な情報提供を

行うことにより、行政としての説明責任を果たしながら、都市計画道路について、適切な

見直しを進めていくものとします。 

                                 令和２年７月 
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  本指針は、都市計画道路について、都市の将来像を見据えた見直しを図るために、必要性や

構造の適正さを検証し、見直しを行う基本的な考え方や手順を示すことを目的とする。 

 

 

 

 

 

  本指針に基づき、順次、都市計画道路の検証・見直しを進めるものとする。 

  なお、本指針は、社会状況等が変化した場合は、適宜、見直しを行う。 

 

※ 市町村は、県の取組に合わせて、自らが都市計画を定める幹線街路の検証・見直しに、本指針を

適用することができる。 

 

 

 

  都市計画道路の検証・見直しは、道路事業担当部局と都市計画担当部局の双方が関係するも

のであり、廃止や変更等の検討に当たっては、両者が連携し、十分調整を図りながら進めてい

くことが重要である。 

  見直し路線の選定に向けて、検証・見直しの各段階において、両者が連携を図りながら取組 

 むものとする。 

  また、関係機関との協議・調整を十分図るものとする。 

 

 

 

  本指針による都市計画道路の検証・見直しの結果、見直し路線が決定されることになるが、

都市計画の変更手続きに向けては、検証・見直し結果を住民等に十分周知し、順次進めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 検証・見直し指針とは 

１－１ 指針の目的 

（１）  本指針の取扱い 

（２）  道路事業担当部局と都市計画担当部局の連携 

（３）  都市計画の変更手続き 

１－２ 指針の運用 
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 ○ 県内（さいたま市を除く）の都市計画道路は、１，３５８路線、約２，４４３㎞である。 

 

 （内訳） 道 路 種 別 路線数 延長 

自 動 車 専 用 道 路      ２５路線     １４３㎞ 

幹 線 街 路   １，１９４路線   ２，２３２㎞ 

区 画 街 路      ９７路線      ４７㎞ 

特 殊 街 路      ４２路線      ２１㎞ 

 

 
 
 ○ 全計画延長約２，４４３㎞のうち、約１，５８０㎞（約６５％）が整備済、約８６３㎞ 

   （約３５％）が未整備となっている。 

 ○ 整備状況としては、１，３５８路線のうち、７６４路線（約５６％）が整備済、５９４路

線（約４４％）は全線もしくは一部区間が未整備となっている※。 

   ※R1 道路調書より（埼玉県都市計画課） 

 

 

 

 

         整備済及び未整備延長            整備状況別の路線数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

令和２年３月３１日現在 

（さいたま市は除く） 

２ 本県の都市計画道路を取り巻く現状と課題 

２－１ 都市計画道路の現状・課題 

（１）  都市計画道路の計画状況 

（２）  都市計画道路の整備状況 

令和２年３月３１日現在 
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 ○ 都市計画決定の年代によらず、未整備となっている区間があり、有効に土地利用ができな 

   い状況が長期化している。 

経過年数別の整備延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ○ 長期未整備都市計画道路の見直し（第１回見直し）では、平成１６年度に見直すべき路線

（６３路線、約６５㎞）を選定し、平成１９年度に都市計画変更に着手し、５６路線、約

５６㎞の手続きを完了した。 

 ○ 社会状況の変化に対応した都市計画道路の見直し（第２回見直し）では、平成２５年度に

見直すべき路線（２６路線、約３５㎞）を選定し、平成２５年度に都市計画変更に着手

し、２０路線、約２７㎞の手続きが完了している。 

 

長期未整備都市計画道路の見直し（第１回見直し） 

 

 

 

 

 

 

  

（３）  経過年数別の整備延長 

（４）  都市計画道路の見直し状況 

埼玉県の都市計画道路(さいたま市を除く）  

       １，３２２路線(約２，４６８ｋｍ）      (平成17年3月31日現在） 

当初都市計画決定後２０年以上の路線 

８６４路線（約１，９７２ｋｍ）  

見直し路線 

63路線(約65km） 

都市計画手続き 

完了路線 

56路線（約56㎞） 

【内訳】 

廃 止  ４６路線（５０㎞） 

ルート変更   ６路線（ ４㎞） 

幅員変更    ４路線（ ２㎞） 

 

検証 

※平成３１年３月３１日現在 

 （さいたま市は除く） 
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社会状況の変化に対応した都市計画道路の見直し（第２回見直し） 

 

 

 
 
 ○ 道路交通調査の結果、市街地を通過する幹線道路が混雑している。混雑度は全国ワースト 

   ２位、混雑時走行速度はワースト４位となっており、道路網を早期に整備していくことが 

   求められている。 

道路交通状況 

 

        道路混雑度の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （※平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【混雑度】（一般国道、県道） 

（５）  県内の道路交通状況 

【混雑時走行速度】（一般国道、県道） 

㎞／ｈ 

埼玉県の都市計画道路(さいたま市を除く）  

       １，３４０路線(約２，４５５ｋｍ）      (平成30年3月31日現在） 

見直し路線 

26路線(約35km） 

都市計画手続き 

完了路線 

20路線（約27㎞） 

【内訳】（「廃止」と「ルート変更」に1路線重複あり） 

廃 止   ６路線（ 約 9.2㎞ ） 

ルート変更   ４路線（ 約 5.2㎞ ） 

幅員変更    ４路線（ 約 2.9㎞ ） 

その他※   ７路線（ 約 9.8㎞ ） 

検証 

見直し対象路線 

３０２路線（約８９４ｋｍ）  

※その他は交差形状の変更など 
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 ○ 本県の人口は、平成２７年をピークに減少に転じ、令和２７年（平成５７年）にはピーク

時から約１０２万人減少すると見込まれている。 

 ○ 本県は、平均年齢の若い県であったが、急速に高齢化が進んでおり、総人口に占める６５ 

   歳以上の割合を示す高齢化率は、令和２年（平成３２年）には約２７．１％、令和２７年 

   （平成５７年）には約３４．４％となる見込みである。 

 

本県の将来人口の見通し 

  

  

 

本県の人口構成の見通し 

 

２－２ 社会状況の変化 

（１）  人口減少・超高齢社会の同時進行 

102 万人減少  

令和２年（平成３２年） 令和２７年（平成５７年） 

（埼玉県の市町村別将来人口推計ツールより） 

（埼玉県の市町村別将来人口推計ツールより） 

人

人口

団塊世代 0-14歳 868,671 12.0% 12.0%
団塊Jr世代 15-19歳 340,373 4.7%

20-64歳 4,080,007 56.2%
65-74歳 989,913 13.6%

75歳以上 975,735 13.4% 13.4%

総数 7,254,698

16.7%

構成比
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 ○ 本県を含む関東臨海部（埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県）の将来交通量（走行台キ

ロ）の伸び率は、以下の通りである。H22 センサスにおいては、平成２７年をピークに

将来交通量の伸び率が減少すると見込まれている。 

 

関東臨海部（埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県）の将来交通量の伸び率

 

 
 

 ○ 本県の人口集中地区（ＤＩＤ地区）の面積は、昭和４５年から平成７年まで増加が顕著で 

   あったが、その後、横ばい傾向にあり、市街地の拡大は収束してきている。 

 

本県のＤＩＤ地区面積の推移 

 

1

1.047

1.102
1.097

1.004 1.012

1.0351.025
1.014

1.013 1.011

0.95

1

1.05

1.1

1.15

H17 H22 H27 H32 H37 H42

H11ｾﾝｻｽでの推計

H17ｾﾝｻｽでの推計

H22ｾﾝｻｽでの推計

※道路交通センサス等に基づく推計（国土交通省）を基に作成

※埼玉県都市計画基礎調査を基に作成 

ｈａ 

（３）  市街地拡大の収束 

（２）  自動車の将来交通量 
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 ○ 本県及び県内市町村の当初予算（土木費）の合計は、平成８年度の約８，０３６億円をピ

ークに減少し、令和元年度は、約５１％の約４，０８５億円となっている。 

 ○ 近年、道路事業に係る予算についても、同様に減少しており、選択と集中による効率的 

な事業の実施が必要となっている。 

 ○ また、高度成長期に建設した施設の老朽化が進み、大規模な修繕や更新時期を迎えるた

め、維持管理に係る予算が増大していくことから、新たな道路の整備は、制約のある予算

の中で進めていくことが必要となっている。 

 

本県及び市町村の当初予算（土木費）の推移 

 

 

 

 

 

 

 ○ 本県の自転車保有率は、滋賀県に次いで全国第 2 位となっており、自転車利用が盛んな県

であるが、一方で、平成 30 年での自転車の死亡事故数はワースト 1 位であり、交通事故

全体における自転車死者数の割合は 28.6％にも上る。 

 ○ 県では平成２３年度に「自転車の安全な利用の促進に関する条例」を、平成２４年度に

「埼玉県が管理する県道の構造等の基準を定める条例」を制定し、県内の自転車通行空間

の整備に取り組んでいる。 

 ○ まちづくりの中においても、自転車利用の動向を把握しながら、適宜、既計画の構造や幅 

   員を見直して、安全な自転車利用の環境を計画的に創出していくことが必要である。 

 ○ なお、ネットワークとして連続した安全な自転車利用の環境を計画的に創出するため、県内

８市で自転車ネットワーク計画や構想を策定している（令和元年 12 月末時点）。 

  

※埼玉県統計年鑑を基に作成 

億円 

（５）  自転車利活用の推進 

（４）  県及び市町村予算の推移 
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 ○ 平成７年１月の阪神淡路大震災では、幅員不足の道路で、路上に倒壊した沿道の建築物

が、緊急車両の走行を妨げることとなった。さらに、地震直後に発生した火災により、市

街地で約７千棟が全半焼したが、神戸市長田区では、幅員１２ｍ以上の道路が延焼を防止

することになったことが報告されている。 

 ○ また、平成２４年３月の東日本大震災でも、物資の輸送や災害の抑制において、適切な道 

   路網や道路構造の計画が重要であることが確認された。 

 ○ 平成２８年１２月２２日に発生した糸魚川市駅北大火では、市の中心市街地の約４ha、 

   １４７棟が焼損した。市は災害に強いまちづくりに向けた施策として、緊急車両の通行を 

   確保するとともに、延焼遮断帯としての機能を確保するため、市道の拡幅を掲げている。 

 

  道路幅員と延焼防止（阪神・淡路大震災） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ○ 住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、 

   地域住民自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるように転換し 

   ていくことが求められている。 

 ○ 平成２３年には、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係 

   法律の整備に関する法律」が公布され、順次、施行となるなど、「基礎自治体への権限移 

   譲」、「義務付け・枠付けの見直し」、「条例制定権の拡大」が進んだ。 

 ○ 平成２７年には、「一般国道又は都道府県道と市町村道とで構成される一の路線の都市計

画道路に係る都市計画を変更する主体について」の技術的助言が通知され、都市計画道路

区域のうち、一般国道又は県道の重複区間以外の区間については市町村が都市計画決定主

体となるなど、道路管理主体に応じて都市計画決定の主体が定まることとなった。 

 ○ 県から市町村への都市計画決定権限の移譲が進むなど、現在は各市町村がそれぞれの地域

特性に応じ、主体的かつ柔軟に計画することが可能となっている。 

 

  

 

  

（神戸市長田区の例） 

※国土交通省資料より 

延 
焼 
防 
止 
率 

（６）  災害への対応 

（７）  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の動向 

延焼 

延焼防止 

道路幅員〔ｍ〕 
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 ○ 社会状況の変化や制度改正等を踏まえ、都市の将来像を見据えたものとする 

  ため、都市計画道路の必要性や構造の適正さについて検証を行い、必要となる 

  見直しを行う。 

 

 ・ 都市計画道路の多くは、高度経済成長期の市街地拡大や自動車交通の増大を前提に計画さ 

   れており、その後の社会情勢や交通需要等の変化に伴い、当初予定されていた役割や整備 

   の必要性に変化が生じている。 

 

 ・ 県では、これまで２回に渡り都市計画道路の一斉見直しに取り組んできた。 

 

 ・ 政府方針においても、『経済財政運営と改革の基本方針２０１７（骨太方針：平成２９年

６月９日）』において、「都市計画道路の見直しを加速する」との記載がされたことを背景

に、平成２９年７月に都市計画道路の見直し手引き（総論編）、平成３０年８月に同手引

き（各論編）を発出するなど、見直しの動きが活発化している。 

 

 ・ 今回の検証・見直しは、既に整備されたものも含めた全ての都市計画道路を対象（自動車

専用道路等、さいたま市は除く）とし、都市の将来像を見据えた都市計画道路となるよ

う、必要な見直しを行う。見直し内容については、住民等に十分な情報提供を行い、行政

としての説明責任を果たしていく。 

 

 

 

都市計画道路の検証・見直しの経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長期未整備 

都市計画道路の見直し 

H16～H24 

社会状況の変化に対応した 

都市計画道路の見直し 

H25～R1 

 

 

都市の将来像を見据えた 

都市計画道路の見直し 

R2～ 

３－１ 検証・見直しの目的 

３ 検証・見直しの考え方 
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  ○ 原則、県が都市計画に定める全ての幹線街路（※注１）（以下、県決定路線 

   という）を対象とする。 

 

 ・ 但し、国直轄国道は、都道府県の圏域を越え、全国的な幹線道路網の中枢・根幹をなすも

のであることから、本指針の対象から除く。 

 

 ・ なお、市町村が都市計画決定する区間（※注２）のうち、調整が必要な区間については、

県と市町村が連携して見直し内容を検討する。 

 

   【※注１：幹線街路】 

    都市計画法に定める道路の種類（都市計画法運用指針より一部抜粋） 

    ① 自動車専用道路 

     都市高速道路、都市間高速道路、一般自動車道等専ら自動車の交通の用に供する道路 

 ② 幹線街路 

  都市内におけるまとまった交通を受け持つとともに、都市の骨格を形成する道路 

 ③ 区画街路 

  地区における宅地の利用に供するための道路 

 ④ 特殊街路 

  ア 専ら歩行者、自転車又は自転車及び歩行者のそれぞれの交通の用に供する道路 

  イ 専ら都市モノレール等の交通の用に供する道路 

  ウ 主として路面電車の交通の用に供する道路 

   【※注２：県決定路線・市決定路線】 

    県決定  ：①国道又は県道部分の変更 

          ②国県道と市町村道が混在して連続する区間の変更 

    市町村決定：国道または県道と重複しない部分の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 検証・見直し指針の対象 
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 ・ 見直しイメージ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 検証や見直し検討の結果については、各段階において適宜公表する。また、見直しの過程

で、住民等に適時適切に情報提供を行うことにより、行政としての説明責任を果たす。 

 

 

 

  ○ 都市計画道路の検証・見直しは、今後の社会状況の変化等に応じ、原則として、 

   概ね５年ごとに定期的に行うものとする。 

 ・ 都市計画道路の検証・見直しは、都市計画に関する基礎調査（※注１）等を踏まえ、都市 

   計画区域の整備、開発及び保全の方針（※注２）に基づき、概ね５年ごとに継続して取り 

   組む必要がある。 

 

   【※注１：都市計画に関する基礎調査】 

    ①県は、都市計画区域について、概ね５年ごとに、都市計画に関する基礎調査を行うものとする

（都市計画法第６条）。 

    ②県又は市町村は、都市計画に関する基礎調査等の結果、都市計画を変更する必要が明らかにな

ったときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければならない（都市計画法第２１条）。 

   【※注２：都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）】 

    ①都市計画区域については、都市計画に、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるも

のとし、方針には、都市施設の整備等に関する主要な都市計画の決定の方針を定めるものとす

る（都市計画法第６条の２）。 

    ②都市計画区域の整備、開発及び保全の方針においては、概ね２０年後の都市の姿を展望したう

えで、都市計画の基本的方向は定められることが望ましい（都市計画運用指針Ⅳ－１－２）。 

  

  ○ 県決定路線について、必要性や構造の適正さを検証し、必要となる見直しを 

   行う。 

  ○ 検証・見直し結果は、適宜、公表する。 

３－３ 検証・見直しの基本的考え方 

３－４ 定期的・継続的な検証・見直し 
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  ○県の役割 

    ・ 県決定路線の検証・見直しを行う。 

    ・ 市町村が行う市町村決定路線の検証・見直しを支援・協力する。 

 

  ○市町村の役割 

    ・ 市町村決定路線の検証・見直しを行う。 

    ・ 県が行う県決定路線の検証・見直しを支援・協力する。 

 

 ・ 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す 

   る法律（第１次一括法：平成２３年８月２日施行）（第２次一括法：平成２４年４月１日 

   施行）」により、都市計画道路について、以下のとおり県から市町村に都市計画の決定権 

   限の移譲が進んだ。 

   ① 市が決定する都市計画における県協議が、同意を要しない協議となった（都市計画法

第１９条）。（※注１） 

   ② 県が決定する都市計画道路が、「道路法に規定する一般国道又は県道、及び、その他

の道路で車線の数が４以上のもの又は自動車専用道路であるもの」から、「道路法に

規定する一般国道又は県道、及び、その他の道路で自動車専用道路であるもの」とな

った（都市計画法施行令第９条）。 

 

 ・ 「一般国道又は都道府県道と市町村道とで構成される一の路線の都市計画道路に係る都市

計画を変更する主体について（技術的助言）（平成２７年１２月２２日 国都計第１２７

号）」により、以下のとおり市町村による主体的な都市計画が可能になった。 

    県決定  ：①国道又は県道部分の変更 

          ②国県道と市町村道が混在して連続する区間の変更 

    市町村決定：国道または県道と重複しない部分の変更 

 

 ・ こうしたことから、都市計画の決定権限に応じ、県と市町村が、それぞれ役割分担した上 

   で、相互に情報提供等の支援を行いつつ、連携して取組むことが必要である。 

 

   【※注１：町村の都市計画決定に係る県知事同意】 

     都市計画法の改正（令和２年６月１０日公布）により、町村が決定する都市計画決定における

県協議についても市と同様に、同意を要しない協議となった。 

 

  

３－５ 県及び市町村の役割 
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  下記フローのとおり、段階的に見直し路線を選定する。 

 

 

４ 検証・見直しの進め方 

４－１ 検証・見直しフロー 
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  県決定路線から検証路線（区間）を抽出する。 

 

 

 

  平成３１年３月３１日を基準とし、各路線の整備状況を踏まえ、道路管理者が以下の３つの

区間に分類する。 

 

   

  ○  整備済区間： 

 

  ○  事業中区間： 

 

  ○  未整備区間： 

 

 

既に整備が完了し、一般の通行の用に供している区間 

 

事業が実施されている区間 

 

事業中区間を除く整備されていない区間 

 ・ 「事業中区間」は、測量や用地買収などを含めて事業費を投入している区間とする。 

  

 ・ 事業時期や事業主体が公表済みもしくは明らかな区間でも、事業中区間に当たらないもの 

   は、「未整備区間」に含める。 

 

 

 

  上記（１）の分類結果を踏まえ、検証路線として抽出する。検証路線については、第２段階

での検討を進める。 

 

   

  ○ 未整備・事業中区間： 

 

  ○ 整備済区間    ： 

 

「４－３ 未整備・事業中区間の見直し」 

 

「４－４ 整備済区間の見直し」 

 

 

  

４－２ 検証路線の抽出【第１段階】 

（１）  整備状況に基づく区間設定 

（２）  抽出 
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  検証路線（区間）について、都市計画道路の必要性や構造の適正さを検証し、見直し候補路

線を選定する。 

 

 

 

 

 

  第１段階で抽出した検証路線の「未整備区間」については、区間ごとに、都市計画決定の時

点からの社会状況の変化に伴う必要性を、以下の評価項目ごとに評価基準により定性的な評価

を行う。この際、検証路線が評価項目①～⑧のいずれかに該当する場合は、「（２）構造の適正

さの検証」を行う。 

 また、検証路線の「事業中区間」については、社会状況の変化に伴う必要性の検証は行わ

ず、「（２）構造の適正さの検証」のみ行う。 

 

評価項目 評価基準 

 ① まちづくりの将来像の変化 

 

  上位計画の変更、コンパクト・プラス・ネットワー 

 クの推進等によるまちづくりの将来像や考え方の 

  変化に伴い、当該路線の必要性が変化している。 

 ② 関連事業の動向・変化   当該路線に関連する事業計画（区画整理事業など） 

 の変更に伴い、路線の必要性が変化している。 

 ③ 周辺道路等の整備状況   当該路線全線または一部区間において、車道また 

  は歩道としての交通機能を、国道、県道、市道な  

  どの現道で代替する可能性がある。 

 ④ 希少な動植物の存在   当該路線の区域内に、保全すべき希少な動植物※ 

  が明らかに存在している。 

 ※法令等（「絶滅のおそれのある野生動植物の種の 

  保存に関する法律」など）の対象種 

 ⑤ 歴史・文化・観光資源の存在   当該路線の区域内に、保全すべき歴史・文化・観 

  光資源等が明らかに存在している。 

 ⑥ 都市化の状況   当該路線の区域内及び周辺の都市化が著しいこと 

  により問題が生じている。 

  ※ただし、住宅街は対象とせず、商店街等で地域 

   の活性化に寄与している場合のみ対象とする。 

 ⑦ 地形的制約   当該路線の区域内に、地形的な制約が明らかに存 

  在しており、かつルート・構造等の変更により、 

  合理的な事業実施を図ることができる。 

 ⑧ その他   ①～⑦の評価項目以外で、必要性が変化していると 

 判断される。 

 

  

４－３ 未整備・事業中区間の見直し 

（１）  社会状況の変化に伴う必要性の検証 

４－３－１ 見直し候補路線の選定【第２段階】 
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  第１段階で抽出した「事業中区間を有する検証路線」及び「上記（１）社会状況の変化に伴

う必要性の検証においていずれかの評価項目が評価基準に該当する路線」について、区間ごと

に、道路構造令や「埼玉県が管理する県道の構造等の基準を定める条例」などの技術的基準等

との整合性を踏まえた構造の適正さを、以下の評価項目ごとに評価基準により定性的な評価を

行う。 

  なお、都市計画に定めた幅員の適正さについては、幅員を構成する要素ごとに評価すること

により検証する。 

評価項目 評価基準 

①車道 

 ・車線数 

 ・中央帯 

 ・停車帯 

 ・路肩 

 ・隅切り など 

 ・交通の分散や集中により、車線数の変更を検討する必要がある。 

 ・沿道土地利用やバス路線としての位置付けにより、停車需要の 

  変化が見込まれるため、停車帯等の変更を検討する必要がある。 

 ・その他、車道に関して検討する必要がある。 

②歩道 

 ・歩道幅員 

 ・路上施設帯 など 

 ・沿道の土地利用の変化や歩行者の通行状況、この他、バリアフリ 

  ー化の観点から、歩道幅員の変更を検討する必要がある。 

 ・地域特性等から、路上施設帯の変更を検討する必要がある。 

 ・その他、歩道に関して検討する必要がある。 

③その他横断構成 

 ・環境施設帯 

 ・植樹帯 など 

 ・道路環境の保全や沿道土地利用の変化により、植樹帯や環境施設 

   帯の変更を検討する必要がある。 

 ・その他、横断構成に関して検討する必要がある。 

④交差形式  ・交通需要の変化により、交差形式の変更を検討する必要がある。 

 ・自動車交通流の変化により、付加車線の設置を検討する必要が 

   ある。 

 ・その他、交差形式に関して検討する必要がある。 

⑤構造形式  ・法面が必要となるなど、区域の変更を検討する必要がある。 

 ・土地利用計画の変更などから、道路の構造形式を嵩上式とするか 

  地下式とするかなど、変更を検討する必要がある。 

 ・その他、構造形式に関して検討する必要がある。 

⑥その他  ・周辺地域の土地利用の変化や、代替機能の確保等により、区間の 

  廃止やルート、線形の変更について検討する必要がある。 

 ・都市計画区域境や市町村境において、幅員等の整合の視点から 

   変更を検討する必要がある。 

 ・自転車と歩行者の安全確保や自転車ネットワークの観点から、 

   自転車通行空間の確保について検討する必要がある。 

 

  

（２）  構造の適正さの検証 
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  上記（１）（２）の検証結果を踏まえ、下記を見直し候補路線として選定する。 

  見直し候補路線については、第３段階での検討を進める。 

 

 

 ○「構造の適正さの検証」において、評価項目のいずれか１つでも該当した路線 

 

 

 

 

  都市計画道路は、都市の将来像を実現するために、長期的視点からその必要性が位置付けら 

 れ、区域内の土地には一定の建築制限が課せられている。 

  都市計画運用指針において、都市計画道路の変更はその理由を明確にした上で行うべきであ

る（※注１）、とされており、今回の見直しに当たっても、見直しの内容や妥当性について、

論理的かつ技術的な検討を行い、都市計画上の変更理由を明らかにすることが必要である。 

  そのため、以下のとおり詳細な検討を行い、見直し路線を選定するものとする。 

 

 【※注１：道路に関する都市計画の見直し】 

    ・「都市計画道路の廃止や幅員の縮小は、例えば都市の将来像の変更に伴い想定していた市街地の

拡大が見直されるなどにより当該道路の必要性がなくなった場合や、都市計画道路の適切な代

替路線を別途計画する場合等が考えられるが、変更を行う場合にはその変更理由を明らかにし

た上で行うべきである。」（第１０版 都市計画運用指針より抜粋） 

 

 

 

  第２段階で検証した「社会状況の変化に伴う必要性」や「構造の適正さ」を総合的に勘案

し、見直し要因について精査を行った上で、路線ごとに見直し内容（廃止や変更等の内容）を

検討する。 

  見直し内容は、建築制限の状況等を十分考慮した上で、道路機能に支障がない内容となるよ 

 う検討する。 

 

  

 

 ◆見直し内容の事例 

  （「《参考資料》事例集 社会状況の変化に対応した都市計画道路の見直し」を参考） 

    （廃止） 

      ・土地区画整理事業の中止等による交通需要の減少や、周辺道路の整備が進ん 

       だことによる廃止 

    （変更） 

      ・周辺道路の混雑緩和に対応するために幅員を変更（拡大） 

      ・周辺道路の整備が進んだことによる幅員の変更（縮小） 

      ・整備を進める上で必要性が生じたため構造を変更（平面交差⇒立体交差） 

       

（３）  選定 

（１）  見直し内容の検討 

４－３－２ 見直し路線の選定【第３段階】 
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  路線ごとの見直し内容（廃止や変更等の内容）について、下記の道路機能に、支障がないも 

 のとするよう、詳細検討を行う。 

  支障が大きい場合は、見直し内容を再設定する。 

 

機能の種類 機能の内容 

 ① 交通処理機能   ・高速道路や産業拠点へのアクセス性の向上 

  ・隣接都市間の円滑な交通の確保 

  ・鉄道駅へのアクセス性の向上 

  ・バス路線としての走行性・定時性の向上 

  ・自転車や徒歩による駅へのアクセス性の向上 

 ② 交通安全機能   ・自転車や歩行者の通行の安全性の確保 

  ・高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律にお 

    ける特定道路の指定等 

 ③ 防災空間機能   ・災害発生時の避難路や緊急輸送路への位置付け 

  ・高次医療施設への連結 

  ・火災時の延焼の遮断 

 ④ 市街地形成機能   ・都市的土地利用を誘導し、市街地の形成を促進 

  ・上下水道やガス等の収容空間の確保 

 ⑤ 環境空間機能   ・緑のネットワークの形成 

  ・都市の良好な景観の形成 

 ⑥ その他の機能   ・沿道利用の促進 

 

 

  路線ごとの見直し内容（廃止や変更等の内容）について、上位計画等との整合を確認する。 

  廃止や変更等によって不整合が生じる場合は、関係機関との協議・調整により、上位計画等 

 の見直しの是非を検討する。 

  なお、検討の結果、必要に応じ、見直し内容を再設定するものとする。 

 

計画の種類 計画名 

 ① 上位計画   ・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

  ・市町村の建設に関する基本構想（総合振興計画） 

  ・市町村の都市計画に関する基本的な方針 

  ・立地適正化計画 

  ・新市建設計画 等 

 ② 関連する都市計画   ・区域区分、用途地域（沿道用途）、地区計画 等 

 ③ 関連する整備計画   ・区画整理、再開発、道路、河川、鉄道、公園、農地等 

    の整備計画 

 ④ 地域振興に関する計画   ・中心市街地活性化基本計画 等 

 ⑤ 環境調査・計画   ・環境アセスメント等の環境調査、環境保全計画、 

    緑の基本計画等 

 ⑥ 防災に関する計画   ・地域防災計画、震災対策計画 等 

 ⑦ その他の計画   ・その他の関連計画 

（２）  道路機能の観点からの検討 

（３）  上位計画等との整合性の確認 
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  路線ごとの見直し内容（廃止や変更等の内容）について、路線の性格や周辺の土地利用状況 

 等を考慮し、将来道路網からみた支障の有無を検討する。 

  将来道路網への影響について、大きな影響があると考えられる路線については、交通需要予 

 測に基づく定量的検討を行う。 

  なお、交通量に大きな影響がない、又は、少ないと考えられる路線については、定量的検討

は行わない。 

  また、検討の結果、必要に応じ、見直し内容を再設定するものとする。 

 

  

 ○ 交通需要予測は、道路交通センサスを使用することを基本とする。 

   また、将来予測データは、最新の道路交通センサスを使用する。 

    

 ○ 将来交通量推計は、見直し後の将来道路網に対して行い、見直し内容の妥当性を 

   検討する。 

 

 

 

 

  上記（１）（２）（３）（４）の確認・検討結果を踏まえ、総合的判断のもと、路線ごとの見

直し内容（廃止や変更等の内容）を確定し、都市計画の変更が必要な見直し路線を選定する。 

  なお、その他の路線は存続とする。 

  

  

 ○ 選定した見直し路線については、都市計画法に基づき、必要な手続きを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（４）  道路網の観点からの検討 

（５）  選定 
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 都市計画道路は、計画決定に沿って整備されているが、一部区間について、都市計画事業以外

の手法により事業が実施されたために、現道の道路区域が都市計画道路の区域と一致していない

区間や、構造形式が異なる区間などの不整合区間が存在する。 

 都市計画道路の区域内には、都市計画法第５３条により一定の建築制限が課せられる。例え

ば、現道が都市計画より狭く整備された場合など都市計画道路の区域の一部に民地などが残って

しまうと、沿道の地権者に過度な建築制限を課す恐れがある。 

 このような課題が残る整備済区間については、課題解消が必要であると判断し、優先的に見直

しの対象に含めることとする。 

 

 

 

 

 

 路線ごとに、現道と都市計画に定められた道路構造（線形、幅員等）との整合について、以下

の評価項目ごとに評価基準により確認し、見直しの是非を検討する。 

 

評価項目 評価基準 

 ① 線形不整合  ・現道と都市計画の中心線にずれが生じている。 

 ② 幅員不整合  ・都市計画道路の計画幅員より狭く（広く）整備されている。 

 ③ 構造不整合  ・都市計画と異なる構造で整備されている。 

 

 

 

 

 

 第２段階で現道と都市計画の不整合が確認された区間（路線）について、法第５３条に基づく

建築制限が課せられているかの確認を行う。 

 ただし、建築制限が課せられていない不整合区間については、当該区間に関連する都市計画変

更等を勘案するなど、必要に応じて変更する。 

 

評価項目 評価基準 

 ① 建築制限の有無  ・都市計画法第５３条の建築制限が課せられているか。 

 

 

 

 

  

４－４ 整備済区間の見直し 

（１）  建築制限の確認 

（１）  都市計画との整合性の確認 

４－４－１ 見直し候補路線の選定【第２段階】 

４－４－２ 見直し路線の選定【第３段階】 
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  第２段階で検証した内容を総合的に勘案し、見直し要因について精査を行った上で、路線ご

とに見直し内容を検討する。 

 

 

 ◆見直し内容の例 

    （都市計画の変更による建築制限の解消） 

      ・現況に合わせた都市計画の変更 

 

 

 

 

 路線ごとの見直し内容（現道に合わせた変更等の内容）について、以下の評価項目ごとに詳細

な検討を行う。事業主体、市町村等関係機関との協議・調整を行い、見直しの是非を検討する。 

  

評価項目 評価基準 

 ① 道路事業等の観点  ・将来的な事業変更の可能性の有無 

 ② まちづくりの観点  ・まちづくり関連計画等との整合性 

 ③ 道路機能の観点  ・交通安全機能等への影響の有無 

 ④ その他  ・①～③の評価項目以外の観点 

 

 

 

 上記（１）（２）（３）の確認・検討結果を踏まえ、不整合の内容が都市計画として見直すべき

ものである場合は、総合的判断のもと、路線ごとの見直し内容を確定し、都市計画の変更が必要

な見直し路線を選定する。 

 また、建築制限が課せられていない不整合区間については、当該区間に関連する都市計画変更

等を勘案するなど、必要に応じて変更する。 

 なお、その他の路線は存続とする。 

 

  

 ○ 選定した見直し路線については、都市計画法に基づき、必要な手続きを行う。 

 

 

  

（３）  総合的な検討 

（４）  選定 

（２）  見直し内容の検討 
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本指針の作成について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  本指針は、都市計画道路の検証・見直し検討会議を設置し、作成したものである。 

 

  ≪都市計画道路の検証・見直し検討会議≫ 

     県土整備部県土整備政策課、道路街路課、道路環境課、各県土整備事務所 

     都市整備部都市計画課 



 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考資料≫ 

 

 

 

路線別評価シート（未整備・事業中区間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

年 月 日

・ ・

（１）当初決定年月日 昭和 年 月 日

平成 年 月 日

24 年 3 月 31 日 現在） 【無し】

枝

番

１

枝

番

２

区　分

コード

区　分

コード

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

0 ｍ

ｍ ｍ ｍ ｍ

％ ％ ％ ％

路  線  別  評  価  （ 第 １ 段 階 ）  シ  ー  ト
都市計画道路路線番号

記入日 平 成 市町村名

都市計画区域名 路線番号・路線名

路線総延長 ｍ 代表幅員 ｍ 車線数 車線

第１段階の選定
〔当初〕 経過年数 ２０年以上経過 自動車専用道路の別

〔最終〕

（２）路線の整備状況 未整備区間の有無 駅広との一体整備の別　(有=1 or 無=0）

（平 成 駅広名

区間Ｎｏ 整備状況の分類
未整

備区

間数

区間延長

単位

区間幅員

単位

事業主体 備　　　　　考

合計 0.0

概
要

〔延　長〕 整備済 0.0 事業中 0.0 事業予定 0.0 ｍ 未整備 0.0 合　計 0.0

〔構成比〕 整備済 #DIV/0! 事業中 #DIV/0! 事業予定 #DIV/0! ％ 未整備

概　　　要　　　図

（ここには何も記入しないで下さい）

#DIV/0! 合　計 #DIV/0!

選 定

事業主体の別

区間No

総延長(m)

区間延長(m)

区間幅員(m)

整備状況の別

起点

▼

終点

▼



 

 

 

区間延長→ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

事業主体→

整備状況→

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

「１　はい」の評価がある区間は、区間個票に「評価の判定理由」をご記入ください。

評価

1：はい

2：い い え

評価 評価

1：はい

2：い い え

1：はい

2：い い え

評価 評価

1：はい

2：い い え

1：はい

2：い い え

1：はい

2：い い え

1：はい

2：い い え

総括表

1：はい

2：い い え

評価 評価

評価 評価 評価

1：はい

2：い い え

1：はい

2：い い え

1：はい

2：い い え

評価 評価

1：はい

2：い い え

1：はい

2：い い え

評価 評価

1：はい

2：い い え

1：はい

2：い い え

評価

⑧その他
①～⑦の評価項目以外で、特に地域の特性などの理由によ

り、明らかに必要性が変化していると判断される。

⑤歴史・文化・観光

資源の存在

当該路線の区域内に、保全すべき歴史・文化・観光資源等が

明らかに存在している。

⑤構造形式

・法面が必要となるなど、区域の変更を検討する必要がある。

・土地利用計画の変更などから、道路の構造形式を嵩上式と

するか地下式とするかなど、変更を検討する必要がある。

・その他、構造形式に関して検討する必要がある。

⑥その他

・周辺地域の土地利用の変化や、代替機能の確保等により、

区間の廃止やルート、線形の変更について検討する必要があ

る。

・都市計画区域境や市町村境において、幅員等の整合の視点

から変更を検討する必要がある。

・自転車と歩行者の安全確保や自転車ネットワークの観点か

ら、 自転車通行空間の確保について検討する必要がある。

③その他横断構成

　・環境施設帯

　・植樹帯

　など

・道路環境や沿道土地利用の変化により、植樹帯や環境施設

帯の変更を検討する必要がある。

・その他、横断構成に関して検討する必要がある。

④交差形式

・交通需要の変化により、交差形式の変更を検討する必要が

ある。

・自動車交通流の変化により、付加車線の設置を検討する必

要がある。

・その他、交差形式に関して検討する必要がある。

①車道

　・車線数

　・中央帯

　・停車帯

　・路肩

　・隅切り　など

・交通の分散や集中により、車線数の変更を検討する必要が

ある。

・沿道土地利用やバス路線としての位置付けにより、停車需

要の変化が見込まれるため、停車帯等の変更を検討する必

要がある。

・その他、車道に関して検討する必要がある。

②歩道

　・歩道幅員

　・路上施設帯

　など

・沿道の土地利用の変化や歩行者の通行状況、また、バリア

フリー化の観点から、歩道幅員の変更を検討する必要があ

る。

・地域特性等から、路上施設帯の変更を検討する必要があ

る。

・その他、歩道に関して検討する必要がある。

1：はい

2：い い え

⑥都市化の状況
当該路線の区域内及び周辺の都市化が著しいことにより、整

備上の問題が生じている。

⑦地形的制約

当該路線の区域内に、地形的な制約が明らかに存在してお

り、かつルート・構造等の変更により、合理的な事業実施を図

ることができる。

評価

当該路線の全線または一部区間において、車道または歩道と

しての交通機能を、国道、県道、市道などの現道や周辺道路

で代替する可能性がある。

④希少な動植物の

存在

当該路線の区域内に、保全すべき希少な動植物が明らかに

存在している。

※法令等（「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律」など）の対象種

①まちづくりの将来

像の変化

上位計画の変更、コンパクト・プラス・ネットワークの推進によ

るまちづくりの将来像や考え方の変化に伴い、当該路線の必

要性が変化している。

②関連事業の動

向・変化

当該路線に関連する事業計画（区画整理事業など）の変更に

伴い、路線の必要性が変化している。

1：はい

2：い い え

評価 評価

路線延

長

1：はい

2：い い え

停車帯 車道

路  線  別  評  価  （ 第 ２ 段 階 ）  シ  ー  ト

路線

名

市町

村名

都計

区域名

第２段階の選定

ｍ

植樹帯路肩路肩 自歩道・ 歩道路上施設帯停車帯車道車道中央帯車道自歩道・ 歩道

0.00

路上施設帯

総幅員

（ｍ） 植樹帯

0.00

0.00

区間№

区間№2 区間№3 区間№4 区間№5 区間№6

◇社会状況の変化に伴う必要性の検証

区間№7 区間№8 区間№9区間№1

評価項目 評価基準

評価項目 評価基準

◇構造の適正さの検証

③周辺道路等の整

備状況



 

 

 

ｍ

ｍ

区

分

ｺｰ

区

分

ｺｰ

路  線  別  評  価  （ 第 ２ 段 階 ）  シ  ー  ト

評価項目 評価基準

①車道

　・車線数

　・中央帯

　・停車帯
　・路肩

　・隅切り　など

②歩道

　・歩道幅員
　・路上施設帯

　など

・沿道の土地利用の変化や歩行者の通行状況、また、バリアフ

リー化の観点から、歩道幅員の変更を検討する必要がある。
・地域特性等から、路上施設帯の変更を検討する必要がある。

・その他、歩道に関して検討する必要がある。

第２段階の選定

判定

・道路環境や沿道土地利用の変化により、植樹帯や環境施設帯
の変更を検討する必要がある。

・その他、横断構成に関して検討する必要がある。

・交通需要の変化により、交差形式の変更を検討する必要があ

る。

・自動車交通流の変化により、付加車線の設置を検討する必要

がある。
・その他、交差形式に関して検討する必要がある。

・法面が必要となるなど、区域の変更を検討する必要がある。

・土地利用計画の変更などから、道路の構造形式を嵩上式とす
るか地下式とするかなど、変更を検討する必要がある。

・その他、構造形式に関して検討する必要がある。

④交差形式

・交通の分散や集中により、車線数の変更を検討する必要があ

る。

・沿道土地利用やバス路線としての位置付けにより、停車需要の

変化が見込まれるため、停車帯等の変更を検討する必要があ
る。

・その他、車道に関して検討する必要がある。

当該路線の区域内及び周辺の都市化が著しいことにより、整備

上の問題が生じている。

当該路線の区域内に、地形的な制約が明らかに存在しており、

かつルート・構造等の変更により、合理的な事業実施を図ること
ができる。

①～⑦の評価項目以外で、特に地域の特性などの理由により、

明らかに必要性が変化していると判断される。

評価 評価の判定理由
評価が「はい」の評価項目について、

必ず理由をご記入ください。
1：は い

2：い い え

当該路線に関連する事業計画（区画整理事業など）の変更に伴

い、路線の必要性が変化している。

当該路線の全線または一部区間において、車道または歩道とし

ての交通機能を、国道、県道、市道などの現道や周辺道路で代

替する可能性がある。

当該路線の区域内に、保全すべき希少な動植物が明らかに存

在している。
※法令等（「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す

る法律」など）の対象種

当該路線の区域内に、保全すべき歴史・文化・観光資源等が明

らかに存在している。

④希少な動植物
の存在

評価項目
評価 評価の判定理由

評価が「はい」の評価項目について、
必ず理由をご記入ください。

上位計画の変更、コンパクト・プラス・ネットワークの推進による

まちづくりの将来像や考え方の変化に伴い、当該路線の必要性

が変化している。

路線
名

区間
Ｎｏ

⑦地形的制約

①まちづくりの将

来像の変化

1：は い

2：い い え

評価基準

◇　社　会　状　況　の　変　化　に　伴　う　必　要　性　の　検　証

⑧その他

②関連事業の動

向・変化

③周辺道路等の

整備状況

③その他横断構成

　・環境施設帯

　・植樹帯

　など

⑤歴史・文化・観

光資源の存在

⑥都市化の状況

◇　構　造　の　適　正　さ　の　検　証

区間個票
（区間№　）

⑤構造形式

⑥その他

・周辺地域の土地利用の変化や、代替機能の確保等により、 区

間の廃止やルート、線形の変更について検討する必要がある。

・都市計画区域境や市町村境において、幅員等の整合の視点か

ら変更を検討する必要がある。
・自転車と歩行者の安全確保や自転車ネットワークの観点から、

自転車通行空間の確保について検討する必要がある。

市町
村名

都計

区域名

事業
主体

路線延長

区間延長

整備
状況



 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

関連計画の名称

関連する都市計画

該当の

有無

地域振興に関する計画
関連する整備計画

路線の概要、都市計画決定
の経緯・背景・課題等

区間Ｎｏ

見直しの方向性 道路機能の観点からの検討結果

路線の概要

都市計画決定の経緯・背景・課題等　

交通
処理
機能

路  線  別  評  価  （ 第 ３ 段 階 ）  シ  ー  ト　（総括表）

市町村名路線名路線ｺｰﾄﾞ

その他の計画
防災に関する計画

防災
空間
機能

市街地
形成
機能

その他
の機能

関連する上位計画等の種類

環境
空間
機能

環境調査・計画

上位計画等の位置付け

該当する再評価項目

上位計画

再評価項目
該当の
有無

希少な動植物の存在

今後の検討課題

歴史・文化・観光資源の存在

都市化の状況
地理的制約

見直し結果の理由

見直し結果

Ⅱ.構造の適正さの検証

Ⅰ.必要性の検証
まちづくりの将来像の変化
関連事業の動向・変化
周辺道路等の整備状況

歩道

その他

その他横断構成

その他

道路網の観点からの検討結果

交差形式
構造形式

車道

上位計画等との整合性の確認

機能の
種類

交通
安全
機能

見直しの要因

詳細検討結果



 

 

 

その他特記事項

見直しの内容

路
線
（

区
間
）

の
周
辺
状
況

及
び

見
直
し
の
概
要

機
能
代
替
道
路

見直し候補路線（区間）の課題詳細図

都
市
計
画
道
路
の
状
況

現道幅員(m)
（交通渋滞）

その他特記事項

歩道(m)
（歩行者混雑）

計画幅員の断面構成 代替機能を有する道路の断面構成

区間長(m)

区間No

区間長(m)

計画幅員(m)

53条件数(件)

沿道用途指定

路  線  別  評  価  （ 第 ３ 段 階 ）  シ  ー  ト　（総括表）

路線ｺｰﾄﾞ 路線名 区間Ｎｏ 市町村



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考資料≫ 

 

 

 

路線別評価シート（整備済区間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考資料≫ 

 

 

 

事例集 

「社会状況の変化に対応した都市計画道路の見直し」より 

 

 ・未整備路線 

   ①蕨市  ３・５・１０ 蕨駅前通り西口線 （廃止） 

   ②川越市 ３・５・１７ 笠幡小仙波線 （ルート変更） 

 ・事業中路線 

   ③幸手市 ３・４・４２ 幸手五霞線 （交差点縮小） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

都市計画道路の検証・見直し指針 

～都市の将来像を見据えた都市計画道路の見直し～ 

 

埼玉県都市整備部都市計画課 

 

   〒330-9301 

      さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

      ＴＥＬ ０４８－８３０－５３４３ 

      ＦＡＸ ０４８－８３０－４８８１ 


